
  年  月  日 

「指定通所介護」重要事項説明書 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定をうけています。 

（高松市指定 第３７７０１０１４０４号） 

 

当事業所はご利用者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された

方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は

可能です。 

 

１ 事業者 ............................................................................................................................ ２ 

２ 事業所の概要 ................................................................................................................. ２ 

３ 事業実施地域及び営業時間 ........................................................................................... ２ 

４ 職員の配置状況 ............................................................................................................. ３ 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 ..................................................................... ３ 

６ 苦情の受付について（契約書第２１条参照） .............................................................. ６ 

 



１ 事業者 

（１）法人名      社会福祉法人 楽生会 

（２）法人所在地    香川県高松市屋島西町２２７７番地１ 

（３）電話番号     ０８７－８４１－２２２０ 

（４）代表者氏名    理事長 木村 良子 

（５）設立年月     平成１２年１０月１０日 

 

２ 事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定通所介護事業所 

平成１３年４月１日指定 香川県３７７０１０１４０４号 

※当事業所はケアハウス屋島に併設されています。 

（２）事業所の目的   社会福祉法人楽生会が設置する指定通所介護事業所において要介

護状態等となった利用者が、その有する能力に応じ自立した生活

を営むことができるよう、機能訓練及び日常生活上の世話を行う

ことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維持並

びに利用者の家族身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的と

する。 

（３）事業所の名称   屋島デイサービスセンター 

（４）事業所の所在地  香川県高松市屋島西町２２７７番地１ 

（５）電話番号     ０８７－８４４－８２３１ 

（６）事業所長（管理者）氏名  古川 正吾 

（７）当事業所の運営方針 

①当事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに関係

する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

②利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、機能訓練及び日常生活の世話を行

うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維

持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 

③利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため、その目

標を設定し計画的に行う。 

④居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町とも連携し

総合的なサービスの提供に努める。 

（８）開設年月     平成１３年４月１日 

（９）利用定員     ３０人 

 

３ 事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 高松市（ただし塩江町、香川町、香南町、国分寺町、島し

ょ部を除く） 

（２）営業日及び営業時間 



営業日 毎週月曜日～土曜日 

（（ただし、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休

暇の各連続８日間を除く毎日。（平成１４年度において

は４月２８日～５月５日、８月１１日～８月１８日、

１２月２９日～１月５日を除く。平成１５年度以降に

ついては別途連絡いたします。）） 

受付時間 月曜日～土曜日   ８時３０分～１７時３０分 

サービス提供時間 月曜日～土曜日   ９時３０分～１６時４０分 

 

４ 職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、利用日に

以下の職種の職員を配置しています。 

職種 勤務体系 保有資格 人数 

１．管理者 兼務 准看護師 １名 

２．生活相談員 常勤 社会福祉主事 １名 

３．介護職員 
常勤 

介護福祉士・初任者研修 

認知症介護基礎研修 
４名以上 

９．看護職員兼機能訓  

練指導員兼介護職員 
兼務 

看護師２名准看護師２

名 
１名 

 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

１．介護職員 勤務時間  ８：３０～１７：３０ 

２．生活相談員 勤務時間  ８：３０～１７：３０ 

３．看護職員 勤務時間  ８：３０～１７：３０ 

※原則として１名の看護職員が勤務します。 

４．機能訓練指導員 勤務時間  ８：３０～１７：３０（兼務） 

５．介護兼生活相談員 勤務時間  ８：３０～１７：３０ 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）※ 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割、８割もしくは７割）が介護

保険から給付されます。 

＜サービスの概要＞ 

①食事（居宅サービス計画において、食事の提供が予定されている方に限ります。但し、

食費は別途いただきます。） 

・当事業所では、栄養士の立てる献立により、栄養並びにご利用者の身体の状況およ

び嗜好を考慮した食事を提供します。 



（食事時間） 

１２：００～１３：００ 

②入浴 

・入浴を行います。車椅子の方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③排泄 

・ご利用者の排泄の介助を行います。 

④機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

要な機能の回復又はその減退を防止する為の訓練を実施します。 

⑤送迎サービス 

・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常

の事業実施地域以外からのご利用の場合は、所定の送迎費用（６ページ参照）をご

負担いただきます。 

＜サービス利用料金（１回あたり）＞（契約書第６条参照） 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付額を除いた金額（自己負担額）をお支払いいただきます。（上記サービスの利用料金は、

ご利用者の要介護度に応じて異なります。）記載は１割負担で表記しています。２割の場

合自己負担額は２倍、３割の場合は３倍になります。 

１．ご利用者の

要介護度と

サービス利

用料金 

要介護１ 

 

 

６６７２円 

要介護２ 

 

 

７８７８円 

要介護３ 

 

 

９１２６円 

要介護４ 

 

 

１０３７３円 

要介護５ 

 

 

１１６４０円 

２．うち、介護

保険から給

付される金

額 

 

 

６００４円 

 

 

７０９０円 

 

 

８２１３円 

 

 

９３３５円 

 

 

１０４７６円 

３．サービス利

用に係る自

己 負 担 額

（１－２） 

 

 

６６８円 

 

 

７８８円 

 

 

９１３円 

 

 

１０３８円 

 

 

１１６４円 

※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お

支払い頂きます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保

険から払い戻されます。（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合

も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必

要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 



※ご利用者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記(２)①参照） 

 

※ご利用者が入浴をされた場合は下記のサービス利用料金から介護保険給付額を除いた

額（自己負担額）をお支払いいただきます。 

１．サービス利用料金 ４００円 ５５０円 

２．うち、介護保険から給付される金額 ３６０円 ４９５円 

３．自己負担額（１－２） ４０円 ５５円 

 

  ※ご利用者が機能訓練を受けられる場合は下記のサービス利用料金から介護保険給付額

を除いた額（自己負担額）をお支払いいただきます。  

１．サービス利用料金 ５６０円 ８６０円 

２．うち、介護保険から給付される金額 ５０４円 ７７４円 

３．自己負担額（１－２） ５６円 ８６円 

 

※ご利用者が口腔機能向上サービスを受けられる場合は下記のサービス利用料金から介

護保険給付額を除いた額（自己負担額）をお支払いいただきます。  

１．サービス利用料金 １５２１円 

２．うち、介護保険から給付される金額 １３６９円 

３．自己負担額（１－２） １５２円 

 

※サービス提供体制強化加算 

１．サービス利用料金 ６０円 

２．うち、介護保険から給付される金額 ５４円 

３．自己負担額（１－２） ６円 

 

※送迎減算（片道）同一建物減算×２ 

１．サービス利用料金 －４７０円 

２．うち、介護保険から給付される金額 －４２３円 

３．自己負担額（１－２） －４７円 

  ※処遇改善加算Ⅰ所定の率(5.9％)を乗じた額 

  ※介護職員等ベースアップ等支援加算 所定の率（1.1％）を乗じた額 

 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照）※ 

以下のサービスは、利用料金の金額がご利用者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

①食事の提供（食費） 

ご利用者に提供する食事にかかる費用です。 

料金：１回あたり７３０円 

②通常の事業実施区域外への送迎 



通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される

場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、下記料金を頂きます。 

通常の事業の実施地域を越える地点から１ｋｍにつき  ２０円 

③レクリエーション、クラブ活動 

ご利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただけます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

④複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費をご負担いただきます。  １枚につき  １０円 

⑥日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等、ご利用者の日常生活に要する費用の内、ご利用者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

おむつ代１３０円 パッド代４０円                                                 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前ま

でにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払方法（契約書第７条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用はサービス利用終了時にお支払いいただきます。 

 

（４） 利用の中止、変更、追加（契約書第 8条参照） 

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの

実施の前日までに事業者に申し出て下さい。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご利用者

の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の食事代 

（７３０円） 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況によりご利用者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者に提示し

て協議します。 

（５）サービスの利用に当たっての留意事項 

    利用者が指定通所介護の提供を受ける場合に、利用者側が留意すべき事項は、次 

のとおりとする。 

（１）機能訓練室を利用する場合は、職員の指示に従うこと。 

（２）入浴等の際、体調が悪いときは申し出ること。 

 



 

（６）緊急時における対応方法 

指定通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合 

は速やかに主治医へ連絡を行う。 

 

（７）非常災害対策 

     消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処す    

る計画に基づき、また消防法８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対

策を行う。 

（１） 防火管理者は事業所管理者を当て、火元責任者には事業所看護職員を当て

る。 

（２） 始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行う。 

（３） 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者

が立ち 

会う。 

（４） 非常災害設備には常に有効に保持するよう努める。 

（５） 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめる

ため、 

自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。 

（６） 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

  ①防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）…………年２回 

  ②利用者を含めた総合訓練…………………………………年２回 

③非常災害用設備の使用方法の徹底………………………随時 

 

 

（７） その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

 

 

６ 苦情の受付について（契約書第 21条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者）古川 正吾 

○苦情解決責任者    木村 良子 

受付時間   月曜日～土曜日（９：００～１７：００） 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

高松市役所 介護保険担当課 所在地  香川県高松市番町１丁目８番１５ 

電話番号 ０８７－８３９－２３２６ 

受付時間 ９：００～１７：３０ 

国民健康保険団体連合会 所在地  香川県高松市福岡町２丁目３番２号 



電話番号 ０８７－８２２－７４３１ 

受付時間 ９：００～１７：３０ 

香川県運営適正化委員会 所在地  香川県高松市番町 1丁目１０番３５号 

電話番号 ０８７－８６１－１３００ 

受付時間 １０：００～１６：００ 

 

 

   年   月   日 

 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

屋島デイサービスセンター 

説明者職名             氏名            印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始

に同意しました。 

 

利用者住所             氏名            印 

 

              保証人 氏名            (続柄    ) 

 


